
令和６年度（令和５年分）給与支払報告書の提出について

１　提　出　期　限 令和６年１月３１日（水）
  ※提出期限を過ぎると６月当初からの課税に間に合いません。 

２　提　 出　 先 受給者が令和６年１月１日現在に居住する区市町村
 （令和５年中に退職した方は、退職日現在に居住する区市町村）
 ※金額の多少にかかわらず、提出してください。
 ※該当者がいない場合は、提出する必要はありません。

３　提出する書類 正本のみ提出してください。（副本の提出は不要です。）

 （1）　給与支払報告書　総括表…１枚
 令和５年度に葛飾区で特別徴収義務者として指定されている事業所には、葛飾区
 が作成した赤色刷の総括表を送付いたします。（令和５年度の給与支払報告書を
 eLTAX（エルタックス）で申告していただいた事業所には送付されません）
 記入方法については、裏面をご覧ください。
 （2）　給与支払報告書　個人別明細書…１人につき１枚
 記入方法については、国税庁ホームページに掲載されている「令和５年分給与所
 得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」をご覧ください。
 ◇インターネットを利用した住民税の電子申告システム「eLTAX」による提出を受け
 付けています。（詳しくは裏面をご覧ください）
 なお、前々年における給与所得の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上であるときは、
 電子データ（eLTAX又は光ディスク等）での提出が義務付けられています。電子データ
 で提出いただいた場合、同内容を紙媒体で再度郵送していただく必要はありません。
 ◇退職・転勤の異動が生じた場合等は、必ず異動届出書を提出してください。

（ア）　令和５年度（令和６年５月分まで）特別徴収となっている方が異動（退職や転勤等）する場合

特別徴収にかかる
給与所得者異動届出書

提出書類 提出期限 備　考

異動が生じた日の翌月１０日
（休日などの場合は、翌平日）

特別徴収の継続をご希望の場合は、
新勤務先を記入して提出してください。

（イ）　令和６年度給与支払報告書の提出後、特別徴収義務者の指定前（税額通知受領前）に異動する場合

給与支払報告にかかる
給与所得者異動届出書

提出書類 異動の時期
令和６年１月２日～令和６年４月１日

令和６年４月２日～令和６年５月３１日

令和６年４月１５日※

令和６年６月１０日

提出期限

（ウ）　令和６年度給与支払報告書の提出後、特別徴収義務者の指定後（税額通知受領後）に異動する場合

特別徴収にかかる
給与所得者異動届出書

提出書類 異動の時期
令和６年４月２日～令和６年５月３１日

令和６年６月１日～令和７年４月３０日

令和６年６月１０日

異動が生じた日の翌月１０日

提出期限

※１月～４月末の間に退職した方に未徴収税額がある場合は、原則一括徴収することが義務付けられています。

（注）（イ）に該当する場合（葛飾区で令和５年度特別徴収となっていない場合）は、特別徴収税額（年税額）、徴収済月、
 徴収済額、未徴収税額や一括徴収記載欄への記入は不要です。
※４月１５日より後に到着した異動届出書は、当初発送の税額通知に内容の反映が間に合いません。
　当初発送後に、改めて変更通知を発送いたします。

異動届出書の提出先は、受給者の１月１日現在住所地の区市町村（住民税担当部署）です。ただ
し、令和５年度住民税の特別徴収の指定を受けている区市町村と、令和６年度給与支払報告書
を提出する区市町村が異なる場合は、両方の区市町村に異動届出書を提出してください。

令和６年度給与支払報告書の用紙は葛飾区役所税務課（321番窓口）で令和５年１１月１日（水）から配
布します。また、葛飾区公式ホームページからダウンロードできます。（https://www.city.katsushika.lg.jp）
　　トップページ→申請書ダウンロード→くらし・手続き→税金→令和６年度給与支払報告書



納入書の必要・不要については、 

下記のとおり登録されています。 

変更があれば訂正してください。 

給与支払者の 

氏名又は名称 

給与支払者の個人番号 

または法人番号（※1） 

上 記 以外 へ通 知等 の 

送 付 を希 望す る場 合 

の 事 業 所 等 の 名 称 

符号

普Ａ

普Ｂ

普Ｃ

普Ｄ

普Ｅ

普Ｆ

普通徴収切替理由

総従業員数が２人以下

他の事業所で特別徴収〈乙欄該当者など〉

給与が少なく税額が引けない

給与の支払が不定期〈例：給与の支払が毎月でない〉

事業専従者〈個人事業主のみ対象〉

退職者または退職予定者（５月末日まで）及び休職者

計合

人数

人

人

人

人

人

人

人

eLTAXで提出するため、

来年度以降、この総括表の

送付を

希望しません □

指 定 番 号

報

告

人

員

人

人

人

人

税 務 署

特 別 徴 収

対 象 者

普通徴収対象者 
(退職者含む(※2)) 

報告人員の

合 計

必要 ・ 不要 

給与支払者が法 

人である場合の 

代 表 者 の 氏 名 

普通徴収切替理由書

給与の支払方法 

及びその期日 

●普通徴収とする場合は、普通徴収切替理由書の記入が必要です。 

 普通徴収切替理由に該当し普通徴収を希望される場合は、該当者の個人別明細書の摘要欄に、 

 符号（普Ａ～普Ｆのいずれか）を記入し、併せて普通徴収切替理由書に人数を記入してください。 

給与の支払期間 

フ リ ガ ナ 

同上の所在地 

同上の所在地 

連絡者の氏名、 
所属課、係名 
及び電話番号 

関与税理士等の 
氏名及び電話番号 

事業種目 

受 給 者 

総 人 員 

所 轄 

税 務 署 名 

令和    年   月分から    月分まで 

葛飾区長あて 

令和     年     月     日 提出 
追  加 ・ 訂  正 

（※1）個人事業主の場合は個人番号を記入してください 

（※2）下記、普通徴収理由書の合計人数を記入してください 

課                 係 

氏名 

（電話                                   ） 

氏名 

（電話                                   ） 

◆お問い合わせは…葛飾区役所税務課課税係　電話：03（3695）1111（代表）03（5654）8550（直通）　所在地：〒124－8555　東京都葛飾区立石５－１３－１
◆葛飾区公式サイト（各種届出書・申請書のダウンロードができます）  https://www.city.katsushika.lg.jp この印刷物は、印刷用の紙へリサイクルできます。

＜総括表の記入方法＞
１　提出済みの給与支払報告書に訂正や追加があり再提出する場合は、こ
 の欄を○で囲み、個人別明細書と一緒に提出してください。

２　前年も葛飾区で特別徴収している場合は、指定番号をご記入ください。

３　法人番号 ( 個人事業主の場合は個人番号 ) をご記入ください。

４　給与支払者の氏名又は名称をご記入ください。

５　４の所在地をご記入ください。

６　連絡者の氏名、所属課、係名、電話番号をご記入ください。

７　給与の総受給者数をご記入ください（葛飾区以外の受給者も含みます）。

８　報告者人数（葛飾区に提出する分）について、特別徴収・普通徴収（退
 職者を含む ) の各対象者数と合計をご記入ください。

９　普通徴収対象者がいる場合は、該当理由に内訳人数をご記入ください。
 また、対象者の個人別明細書の摘要欄にも普通徴収切替理由（普Ａ～
 普Ｆのいずれか）をご記入ください。内訳人数の記入がない場合や、
 個人別明細書に普通徴収切替理由の符号の記入がない場合は、原則通
 り特別徴収対象者となります。
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住民税の電子申告システム「eLTAX」をご利用ください

特別徴収税額通知（納税義務者用）の電子化について

ご利用いただける手続き

特別徴収義務者の皆様の申告事務の軽減を図るために、インターネットを利用した住民税の電子申告システム、
「eLTAX」による申告サービスを行っています。「eLTAX」とは、地方公共団体が共同で運営するインターネット
を利用した住民税の電子申告システムです。特別徴収の手続きについて、インターネットを通じて簡単に手続き
を行うことができます。

令和３年度税制改正において、令和６年度分の個人住民税特別徴収税額通知（納税義務者用）から、「eLTAX」
を経由して給与支払報告書を提出する特徴義務者であって、個々の納税義務者に電磁的方法により提供すること
ができる体制を有する者が申出をしたときは、区市町村は「eLTAX」を経由して当該特徴義務者に提供し、当該
特徴義務者を経由して納税義務者に提供しなければならないこととされました。

　詳しくは、以下の「eLTAX」内の特設ページをご覧ください。
　ホームページ：https://www.eltax.lta.go.jp/news/08036

電子申告
・給与支払報告書
・給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
・普通徴収から特別徴収への切替申請書
・退職所得に係る納入申告及び特別徴収票または特別徴収税額納入内訳届出
・公的年金等支払報告書
電子申請・届出
・特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

　「eLTAX」を利用するためには、所定の手続きが必要です。詳しくは、ホームページをご覧ください。
　ホームページ：https://www.eltax.lta.go.jp/


